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右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提
出
す
る
。 
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中
学
校
で
使
用
さ
れ
る
地
図
帳
に
お
け
る
台
湾
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

現
在
、
義
務
教
育
課
程
の
中
学
校
の
社
会
科
で
使
用
さ
れ
て
い
る
地
図
帳
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
日
に
文
部
科
学
省
の

教
科
書
検
定
に
合
格
し
た
帝
国
書
院
発
行
の
『
新
編
中
学
校
社
会
科
地
図
初
訂
版
』
と
東
京
書
籍
発
行
の
『
新
編
新
し
い
社
会

科
地
図
』
の
二
冊
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

こ
の
う
ち
東
京
書
籍
の
『
新
編
新
し
い
社
会
科
地
図
』
は
、
一
二
頁
の
図
版
「
ア
ジ
ア
各
国
の
独
立
」
の
中
で
、
日
本
の
領

土
だ
っ
た
台
湾
に
つ
い
て
「
１
９
４
５ 

中
国
へ
返
還
」
と
表
記
し
、
ま
た
、
四
七
頁
の
「
国
土
の
変
化
」
で
は
、「
１
９
５
１

年
９
月
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
よ
る
」「
日
本
が
放
棄
し
た
地
域
」
と
し
て
、
朝
鮮
半
島
や
台
湾
が
黄
土
色
で
描
か
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
時
に
「
台
湾 
中
国
へ
返
す
」
と
も
表
記
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
台
湾
は
「
日
本
が
放
棄
し
た
地
域
」

な
の
か
「
中
国
へ
返
」
し
た
の
か
判
然
と
せ
ず
、
学
ぶ
者
を
し
て
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

教
科
書
検
定
に
合
格
し
た
地
図
帳
に
お
い
て
、
台
湾
を
「
中
国
へ
返
還
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
は
一 

 

九
四
五
年
に
台
湾
を
中
国
に
返
還
し
た
事
実
は
あ
る
の
か
。
も
し
返
還
が
事
実
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
と
な
る
条
約
な
ど
は
何

か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 



二 

本
件
に
関
し
、
今
後
の
教
科
書
検
定
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
、
政
府
の
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


